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５　　個　　人　　事　　業　　税　（平成22年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    162 889  1 481 810 311   455 183 533  1 026 626 778

第 一 種 事 業    125 770  1 071 989 233   349 236 843   722 752 390

物 品 販 売 業    10 993   61 943 529   28 691 855   33 251 674

不 動 産 貸 付 業    75 463   809 901 596   215 941 931   593 959 665

製 造 業    2 437   12 815 058   6 358 844   6 456 214

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    10 048   42 755 399   26 203 555   16 551 844

駐 車 場 業    3 020   17 986 759   8 211 495   9 775 264

請 負 業    14 720   74 748 811   38 419 104   36 329 707

印 刷 ・ 出 版 業     254   1 296 342    648 684    647 658

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    5 682   26 848 929   15 910 946   10 937 983

周 旋 業     411   2 835 642   1 188 443   1 647 199

代 理 業     581   4 062 848   1 681 972   2 380 876

遊 技 場 業     133   1 725 969    349 574   1 376 395

そ の 他 の 事 業    2 028   15 068 351   5 630 440   9 437 911

第 二 種 事 業     19   4 443 588    39 288   4 404 300

畜 産 業     12   4 349 911    27 819   4 322 092

水 産 業     7    93 677    11 469    82 208

第 三 種 事 業    37 100   405 377 490   105 907 402   299 470 088

医 業 等    4 616   40 446 935   13 369 803   27 077 132

法 務 業 等    19 180   290 940 715   55 332 041   235 608 674

環 境 衛 生 業    3 983   18 198 912   10 772 487   7 426 425

そ の 他 の 事 業    8 143   49 972 664   23 283 466   26 689 198

あ ん 摩 業 等    1 178   5 818 264   3 149 605   2 668 659

（備考）1　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        2  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　3  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　4  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公

　　　　　認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニン

　　　　　グ業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。

　　　　5  平成19年度より助産師業は課税対象事業から除外された。
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